
FAX

≪お願いと注意事項≫

●相談員による個別相談支援にあたっては、新規または上位グレード取得の場合は、取組宣言の有
効期間内または取組宣言書の提出が必要です。
●認定事業者は、更新申請をするための相談員による個別相談支援が利用できます。

●本件についての問い合わせ等は、表面の介護労働安定センター岐阜支部までお願いします。

　〒　　　ー

＠

相談支援を受けたい
内容等

（複数回答可）

E-mail

　　G1　　　　　　G2　　　　　G3　　　　　未取得　　

　　・　認定制度の概要について　　　　・　認定の新評価基準について
　　・　定量指標の算出について　　　　・　評価基準についての点検
　　・　認定申請書の作成や手続きについての助言

　　・　認定更新について
　　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

現在の認定状況
（該当に〇を）

　役職　　　　　　　　　　　　　氏名

法人名

事業所名

所在地

連絡先TEL

担当者

令和５年度

「介護人材育成事業者認定制度」取得のための

相談員による個別相談支援申込書

【岐阜県委託事業】

介護労働安定センター岐阜支部FAX 058-264-6848

※諸項目をご記入いただきFAXにてお申し込みください。


